
　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
防
災
に
関
す
る

様
々
な
取
組
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
も
、
「
沖
縄
防
災
連
絡
会
」
と
「
沖

縄
の
持
続
的
な
発
展
を
支
え
る
防
災
対
応

推
進
会
議
」
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
「
沖
縄
防
災
連
絡
会
」
は
沖
縄
地
域
に

お
け
る
大
規
模
災
害
へ
の
対
応
力
の
向
上

や
、
関
係
機
関
の
連
携
の
推
進
を
目
的
と

し
て
お
り
、
官
民
合
わ
せ
て
35
機
関
で
構

成
さ
れ
て
い
る
会
議
体
で
す
。

　
会
議
で
は
、
道
路
・
港
湾
・
空
港
・
電

力
・
石
油
・
ガ
ス
・
水
道
な
ど
の
イ
ン
フ

ラ
関
係
及
び
物
流
、
観
光
客
避
難
等
に
関

す
る
11
の
分
野
に
お
い
て
検
討
・
議
論
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
沖
縄
防
災
連
絡
会
は
平
成
24
年
度
に
設

立
さ
れ
、
令
和
７
年
２
月
14
日
の
会
議
で

13
回
目
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
、

従
来
の
地
震
・
津
波
に
加
え
暴
風
・
豪
雨

等
も
検
討
の
対
象
と
で
き
る
よ
う
運
営
要

領
を
改
訂
し
、
暴
風
特
別
警
報
が
発
表
さ

れ
る
場
合
の
臨
時
会
の
開
催
や
沖
縄
気
象

台
と
の
合
同
記
者
会
見
に
よ
る
県
民
へ
の

警
戒
の
呼
び
か
け
な
ど
の
取
組
を
実
施
し

て
い
く
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
ま
た
、
沖

縄
気
象
台
か
ら
は
運
用
開
始
以
来
初
め
て

発
表
さ
れ
た
南
海
ト
ラ
フ
臨
時
情
報
を
受

け
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
概
要
及
び
臨
時

情
報
発
表
ま
で
の
流
れ
な
ど
に
つ
い
て
報

告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 

　
「
沖
縄
の
持
続
的
な
発
展
を
支
え
る
防

災
対
応
推
進
会
議
」
（
以
下
、
防
災
対
応

推
進
会
議
）
は
各
分
野
の
有
識
者
で
あ
る

13
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
沖
縄
防
災
連

絡
会
で
の
検
討
内
容
や
取
組
に
つ
い
て

様
々
な
角
度
か
ら
助
言
等
を
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

　
令
和
７
年
３
月
７
日
に
開
催
さ
れ
た
防

災
対
応
推
進
会
議
で
は
、
沖
縄
防
災
連
絡

会
等
か
ら
の
報
告
を
受
け
、
被
災
し
た
離

島
へ
の
物
資
輸
送
や
応
急
給
水
に
関
す
る

助
言
な
ど
、
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

 

　
防
災
対
応
推
進
会
議
で
指
摘
・
助
言
が

あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
今
後
取
り
組

む
べ
き
課
題
と
し
て
沖
縄
防
災
連
絡
会
の

中
で
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
沖
縄
地

域
の
防
災
対
応
力
の
向
上
・
強
化
の
た
め

に
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
引

き
続
き
各
種
対
策
・
検
討
を
行
っ
て
い
き

ま
す
。

お
問
合
せ
先

　
総
務
部
　
防
災
・
危
機
管
理
課
　

　
☎
０
９
８ ‒ 

８
６
６ ‒ 

０
１
１
５

～沖縄総合事務局の防災会議～

沖縄の防災力強化を推進する
取組について

沖
縄
防
災
連
絡
会

沖
縄
の
持
続
的
な
発
展
を
支
え
る

防
災
対
応
推
進
会
議

今
後
の
防
災
関
係
会
議
で
の

取
組
に
つ
い
て

第 13回沖縄防災連絡会

会議を進行する安里議長 担当者から報告を受け意見を述べる委員

仕
事
の窓窓

No.3総務部

財務部　統括国有財産管理官
TEL（098）866－0097

沖縄本島及び離島地域
（宮古・八重山地域を除く） 

宮古財務出張所
TEL（0980）72－4774

宮古地域

八重山財務出張所
TEL（0980）82－4941

八重山地域

旧法定外公共物の例

（旧里道） （旧水路）

身近な国有財産
～旧法定外公共物（旧里道・旧水路）について～

　旧法定外公共物とは、かつて里道や水路等であったものが、機能を失い、公共的な用途に使われていないもの
をいい、国（沖縄県では沖縄総合事務局財務部）が管理することになっています。旧里道や旧水路が、現に住宅
敷地等として使用されている場合には使用者に対して売却を行っています。

　旧法定外公共物の境界確定または購入手続きを検討されている方は、財務部ホームページ（右記
の二次元コード）をご覧いただくか、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

※現在でも里道·水路としての機能を有しているものについては、国から譲与のうえ市町村が所有する土地と
　なっています。

仕
事
の窓窓

No.4財務部
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